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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月２５日 ２０時０８分ごろ 

発生場所 愛知県田原市伊
い

良
ら

湖
ご

岬南南東方沖 

伊良湖岬灯台から真方位１５５°０.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°３３.９′ 東経１３７°０１.４′） 

事故調査の経過  平成２６年７月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第八東
とう

海
かい

丸、４０トン 

１４００３６、有限会社第八東海丸 

２７.５５ｍ×４.９０ｍ×２.１９ｍ、アルミニウム合金 

ディーゼル機関、６７０kＷ、平成１６年７月３１日 

Ｂ 水先船 いらご１、１９トン 

２４３－３７８７５愛知、株式会社ＩＭＳ 

１９.６５ｍ×４.００ｍ×１.８３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関２基、８４６kＷ（合計）、平成１９年１０月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ２９歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 平成１７年３月４日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年４月８日 

免状有効期間満了日 平成２７年４月７日 

乗組員Ａ 男性 ４３歳 

六級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 平成２３年７月８日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２３年７月８日 

免状有効期間満了日 平成２８年７月７日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５１歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 昭和６１年４月１４日 

免許証交付日 平成２２年１１月１日 

（平成２８年４月１３日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 左舷船首外板に擦過傷、バルバスバウに凹損 

Ｂ 右舷船尾ブルワークに亀裂、右舷のクロスビット及び居室上部の

ハンドレールに曲損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ、乗組員Ａ及び機関長Ａほか４人が乗り組み、法定

灯火を表示し、渥美半島南東方沖を約１０.５ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により、西進中、単独で船橋当

直中の乗組員Ａが、右舷船首方に漂泊している漁船の灯火を認め、左

に変針して同漁船を通過した後、ＧＰＳプロッターを見て自動操舵の

設定針路を伊良湖水道航路と伊良湖岬との間に向けるように右舷方に

変えた後、船首方に注意を向けていた。 

 Ａ船は、西進中、平成２６年６月２５日２０時０８分ごろ、伊良湖

岬南南東方沖において、乗組員Ａが、衝突直前、船首方至近にＢ船の

白灯を認め、自動操舵の設定針路を変えようと思った直後、船首とＢ

船の右舷船尾とが衝突した。 

機関長Ａは、衝撃音を聞き、操舵室船尾側の寝台から出て主機を停

止し、船長Ａは、Ｂ船との連絡を行った。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１人が乗り組み、法定灯火及び水先灯を表示

し、伊良湖岬南東沖の水先人乗船場所において、水先する船舶に水先

人を移乗させ、伊良湖航路を通過する船舶から別の水先人を移乗させ

る予定時刻に調整するため、６～７kn で北西進した。 

船長Ｂは、伊良湖岬南南東方沖において、６Ｍレンジのレーダーで

前方を観察し、接近する船舶がいないと思い、朝日礁灯標と伊良湖水

道航路第２号灯浮標の間に向けて航行を続け、ふと操舵室船尾側の窓

を見たところ、Ａ船の左舷灯を認め、主機の操縦レバーを上げたが、

Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

船長Ｂは、操縦レバーを上げても増速せず、舵を左右に取っても船

首が変わらなかったが、右舵一杯を取ったところ、Ｂ船が、右に回頭

し始め、Ａ船から離れたので、主機を止めて損傷状況を確認し、Ａ船

と共に田原市伊良湖港に入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 東南東、風速 約２.２m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、乗組員Ａに船橋当直を引き継いだ後、操舵室船尾側にあ

る寝台で横になり、乗組員Ａから伊良湖水道航路に接近したとの報告

を受け、寝台で座っていた。 

 Ａ船は、レーダー２台を３Ｍレンジとし、エコートレイルを作動さ

せていたが、本事故前、乗組員Ａは、Ｂ船の映像に気付かなかった。

 乗組員Ａは、約７年前からＡ船に乗り組み、約５年間、船橋当直を

行っており、必要に応じて船長を起こす指示を船長Ａから受けてい

た。 

乗組員Ａは、甲板部航海当直部員の認証を受けていなかった。 
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 船長Ｂは操舵室中央にある操縦席に、甲板員Ｂは右舷側の椅子にそ

れぞれ腰を掛けていた。 

 Ｂ船は、移乗予定の水先人が乗船している船舶が、伊良湖水道航路

を通過し、水先人が下船する前にパイロットラダーなどの準備状況を

確認するため、朝日礁灯標と伊良湖水道航路第２号灯浮標の間に向け

て航行していた。 

Ｂ船は、レーダーを作動させ、船長Ｂが前方に注意を向けていたも

のの、後方を見ていなかった。 

船長Ｂは、約３１年間水先船に乗り組み、船長として約２５～２６

年の乗船経験があった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、伊良湖岬南南東方沖を西進中、乗組員Ａが衝突直前に船首

方至近のＢ船に気付いたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ａ船の船舶所有会社は、乗組員Ａが甲板部航海当直部員の認証を受

けていなかったことから、単独の船橋当直を行わせてはならなかっ

た。 

Ｂ船は、伊良湖岬南南東方沖を北西進中、船長Ｂが、前方に注意を

向けていたことから、船尾方から接近しているＡ船に気付かず、Ａ船

と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、伊良湖岬南南東方沖において、Ａ船が西進中、Ｂ

船が北西進中、乗組員Ａが衝突直前に船首方至近のＢ船に気付き、ま

た、船長Ｂが前方に注意を向けていたため、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・当直中、一方向にのみに集中せずに周囲の見張りを適切に行うこ

と。 

 ・レーダーの距離レンジを切り換えるなどし、レーダーを適切に使

用して見張りを行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 


